
子育て応援ナビ

　こんぺいとう広場では、松の木保育園、やわらぎ幼稚
園で園庭開放を行っています。

［と　き］ ○松の木保育園　　５月14日（火）�
○�やわらぎ幼稚園　５月15日（水）�
開放時間：午前９時45分～11時

［対　象］１歳～４歳未満のお子さんと保護者
［内　容］各園へお問い合わせください。
※着替え、水筒（お茶）、タオルなどをお持ちください。
※おもちゃ、お菓子は持ってこないでください。
※予約不要。
※車での来園はご遠慮ください。
◆問合せ　松の木保育園　　☎98-2882
　　　　　やわらぎ幼稚園　☎98-1402
　　　　　子育て支援課　　☎98-5596

33こんぺいとう広場

すこやかホール開放

　子どもを安心して遊ばせたり、様々な人と情報交換し
たり、たまにはほっと一息つきたい、ちょっと悩みを聞
いてほしい、そんな声にお応えする場所です。
　子育てをしているお母さん、お父さん、おばあちゃん、
おじいちゃん、お子さんと一緒に遊びに来てください。

［と　き］ ５月10日、17日、24日、31日　毎金曜日�
午前９時45分～午後４時

［ところ］町立幼稚園２階　おひさまひろば
［対　象］未就園児と保護者
※�ベッドがあるので生後２、３か月のお子さんと参加し
て頂く事も可能です。
※予約は不要です。開放時間内にお越しください。
※�お持ち頂いた昼食を食べて頂くことが出来ます。（離乳
食も温められます）

◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596

　みんなで遊べるようホールを開放しています。
　相談・身体測定をご希望の人は母子手帳をお持ち頂き、
受付時間内にお越しください。

［と　き］ ５月８日（水）、22日（水）�
午前９時30分～11時30分�
受付：午前９時30分～10時30分

［ところ］町立保健センター２階　すこやかホール
［対　象］就園前までのお子さんと保護者
◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596

おひさまひろば

子育て支援センターで
相談や交流をしませんか？

　町では子育て支援センター（やわらぎ
保育園内）を設置しています。
　支援センターでは、育児相談のほか、
親子での遊びや交流などをつうじて
色々なお手伝いを行っています。

［と　き］ 
月曜日～金曜日（祝日は除く）�
午前10時～午後３時

［ところ］ 
やわらぎ保育園内子育て支援センター
室（玄関右ホール）

［対　象］
 ０歳～就園前の乳幼児と保護者

［持ち物］
水筒・着替え・タオル・その他各自必要
なもの
　お持ち頂いたお弁当・離乳食を食べて
頂くことができます。
　お菓子類やおもちゃなどは持ってこ

ないでください。
【親と子の遊びの広場・前期募集】

わんぱくプラザ
募集人数 25組の親子
場　　所 山田集会所

内　　容
5月21日（火）から（全16回
程度）�
体操・リトミック・スイミ
ング・英語の体験

集まれひよこグループ

募集人数 25組を超える場合は、２
つのグループに分けます

場　　所 やわらぎ幼稚園ホール

内　　容

５月24日（金）から（全15
回程度）�
０歳～就園前の親子�
保育士と一緒に楽しく遊び
ましょう

［募　集］
　５月10日（金）　午前９時30分～正午
の間に、子育て支援センターまでお越し
ください。

●�初めての人を優先し、定員になり次第
締め切ります。
●�電話での受け付けはできません。子育
て支援センターにお越しください。
●詳しくは、受付時にお知らせします。
◆問合せ　 子育て支援センター（やわら

ぎ保育園内）　☎98-1435

ひとり親家庭などの出張相談窓口

　ひとり親家庭の皆さんに対して、就業
や生活、子育てなどについての相談や情
報提供などの支援を行うため、専任職員
による出張相談窓口を開設します。
　また、富田林子ども家庭センターでは
随時、母子・父子自立支援員が面接、ま
たは、電話で相談に応じています。

［と　き］ ５月７日（火）午後２時～４時
［ところ］役場庁舎１階　相談室
◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596
　　　　　富田林子ども家庭センター
　　　　　生活福祉課　　☎25-1131

　おひさまひろば「ぷらす」は、おひさまひろばのイベ
ントデーのことです。

［と　き］５月24日（金）　午前９時45分～11時30分
［ところ］町立幼稚園２階　遊戯室・園庭
［持ち物］水筒（お茶）・タオル・着替え
［内　容］園庭あそび
※12時からはお弁当タイムです（自由参加）。
※親子ともに動きやすい服装でお越しください。
※予約は不要です。
◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596

おひさまひろば「ぷらす」
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　３月16日（土）、町立万葉ホールで聖徳太子没後1400年を記念して、聖徳太子没後1400年記念講演会を
行いました。
　第１部は植田勝博氏による「日本という国と聖徳太子」と題した全体講演、第２部は浅野町長、中村議長、
叡福寺近藤住職、聖徳太子没後1400年記念実行委員会澤田会長（太子区長）によるパネルディスカッショ
ンを行いました。
　「聖徳太子は、法律、行政、外交といった日本の国の礎を作りました。また、日本の宗教・文化を尊重
しつつ、海外の宗教や文化などを取り入れることによって日本の産業を興し、当時の日本人の思想をも劇
的に改革していきました。こうした聖徳太子による国づくりは、現在の私たち日本人の中に根強く残って
います。そういった意味で、私たちにとって聖徳太子は忘れてはならない存在です。聖徳太子が亡くなっ
て1400年経った今、改めてその輝かしい業績と現在も私達の指針を示されていることを再確認し、全国に
聖徳太子の存在を明らかにすることが課題です。」
●聖徳太子の業績、関係先
①法律、②政治・行政・外交、③産業、④宗教、⑤文化、⑥芸術など
●1400年遠忌
　・	皇室（国の象徴）、法律、国、各地行政（政治・外交遣隋使）、産業、文化（お茶、その他）など様々
な分野のルーツとなっていることから、各分野の有力者を巻き込んでの取り組みとする必要がある。

　・	大正10年（1921年）の没後1300年には約20万人が参拝した。
　・	予算規模は現在の価値で約10億円であり、その多くは各界の関係先からの寄付によって集めた。
●基本的な役割と取組
　太子町（行政）…皇室、政治招致の働きかけ、産業（業界）へ協力の要請、文化（団体）へ協力の要請
　叡福寺（寺院）…宗教団体などの取りまとめ、文化（団体）へ協力の要請
　実行委員会…1400年遠忌、全体の取組が円滑に流れるよう整序
　　　　　　　政教分離の観点から、町のできないところは実行委員会が担う。
※	聖徳太子には宗教的な側面が大きく、そのために太子町（行政）と叡福寺（宗教）が離反することはイ
ベントの魅力を減滅させてしまう。こうした中で行政と宗教の間を取り持つ実行委員会の役割は大きい。

●施策
　・	聖徳太子に関する行事、啓発、後援、その他
　・	交通（近鉄電車）との提携。（「上ノ太子駅」を「聖徳太子駅」に改名するように要請するなど、全国
からの参詣に来られた際にわかりやすいように）

　・	最高額紙幣への復活を陳情するなど話題性がある取り組みを行う。

第一部【日本という国と聖徳太子】
（植田氏講演要約）

聖
徳
太
子
没
後
１
４
０
０
年
記
念
講
演
会
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植
田
氏
：
太
子
町

の
名
前
の
由
来
と

も
な
っ
て
い
る「
聖

徳
太
子
」、
そ
の
存

在
が
今
消
え
よ
う

と
し
て
い
る
。
日

本
の
高
額
紙
幣
か

ら
は
１
９
８
４
年

以
降
姿
を
消
し
、

教
科
書
上
の
記
載
名
も「
聖
徳
太
子
」で
は
な
く
、

「
厩
戸
皇
子
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
対

し
て
、「
聖
徳
太
子
」
を
財
産
と
し
て
ど
う
考
え

る
か
。

浅
野
町
長
：
お
札
の
話
が
出
た
が
、「
聖
徳
太
子
」

が
高
額
紙
幣
に
何
度
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
、

本
当
に
誇
り
で
あ
る
。
現
実
問
題
と
し
て
、
高

額
紙
幣
に
再
び
載
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
例
え
ば
歴
史
の
偉
人
が
な
ぜ
紙
幣
に

登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ど
を
地
元

の
子
ど
も
た
ち
と
考
え
て
い
く
こ
と
は
地
元
を

愛
す
る
心
の
醸
成
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
メ
デ

ィ
ア
へ
の
働
き
か
け
に
も
な
る
と
思
う
。

中
村
議
長
：
以
前
か
ら
一
般
質
問
の
な
か
で
、

聖
徳
太
子
没
後
１
４
０
０
年
に
ど
う
取
り
組
む

か
を
問
う
て
き
た
。
今
そ
の
答
え
が
見
つ
け
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
紙
幣
の
歴
史
を
見
れ
ば

計
７
回
も
聖
徳
太
子
が
登
場
し
て
お
り
、
歴
代

の
人
物
の
中
で
は
最
多
で
あ
る
。
大
正
10
年
、

没
後
１
３
０
０
年
の
年
に
は
20
万
人
も
の
人
が

太
子
町
に
来
た
と
の
記
録
も
あ
り
、
１
４
０
０

年
の
節
目
に
も
叡
福
寺
と
協
力
し
て
い
き
た
い
。

植
田
氏
：
聖
徳
太
子
を
紙
幣
に
載
せ
た
人
の
見

識
は
高
い
。
聖
徳
太
子
の
名
前
を
掲
げ
て
い
け

ば
復
刻
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
世
論
の
土
台
は
あ
る
。

浅
野
町
長
：
町
と
し
て
も
高
額
紙
幣
復
活
は
願

第
二
部
【
パ
ネ
ル
ディ
ス
カ
ッ
シ
ョン（
要
旨
）】

っ
て
い
る
。
設
立
し
た
実
行
委
員
会
を
と
お
し

て
国
に
も
陳
情
活
動
を
し
て
い
き
た
い
。
た
と

え
無
理
だ
と
し
て
も
そ
の
中
で
努
力
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
行
政
を
預

か
る
身
と
し
て
は
政
教
分
離
の
問
題
が
で
て
き

て
立
場
的
に
動
き
づ
ら
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
聖
徳
太
子
の
「
太
子
」
の
名
を
受
け

た
町
と
し
て
、
何
か
し
ら
の
形
で
協
力
を
し
、

み
な
さ
ま
と
１
４
０
０
年
を
迎
え
て
い
き
た
い
。

近
藤
氏
：
私
の
役
目
は
御
廟
を
守
る
こ
と
、「
太

子
」
の
心
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。
４
月
に
は

大
乗
会
式
を
行
っ
て
お
り
、
１
４
０
０
年
の
節

目
に
は
大
乗
会
式
の
期
間
を
延
ば
し
、
法
要
・

イ
ベ
ン
ト
（
奉
納
舞
踊
な
ど
）
を
行
い
、
よ

り
多
く
の
人
に
縁
を
結
ん
で
頂
け
る
よ
う
な

１
４
０
０
年
に
し
て
い
き
た
い
。

植
田
氏
：
政
教
分
離
の
問
題
も
あ
る
が
、
行
政

と
宗
教
の
間
に
実
行
委
員
会
と
い
う
形
で
間
を

と
り
な
す
こ
と
は
で
き
る
。
今
回
は
実
行
委
員

会
も
立
ち
上
が
り
活
動
を
進
め
て
い
く
よ
う
に

聞
い
て
い
る
。

澤
田
氏
：
太
子
町
民
と
し
て
叡
福
寺
は
思
い
出

の
場
所
。
自
分
で
も
没
後
１
４
０
０
年
の
節
目

に
向
け
て
町
に

協
力
で
き
る
こ

と
は
？
と
考
え
、

小
学
生
か
ら
続

け
て
い
た
「
剣

道
」で「
太
子
会
」

を
発
足
し
、
23

年
間
活
動
を
続

け
て
い
る
。
２

年
後
の
、
没
後

１
４
０
０
年
の

年
は
「
太
子
会
」

25
周
年
で
も
あ

る
。
こ
の
時
期
に
実
行
委
員
長
の
役
を
与
え
ら

れ
た
の
は
、
あ
る
意
味
聖
徳
太
子
の
意
志
が
働

い
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
１
４
０
０
年
祭
を

契
機
と
し
て
太
子
町
が
全
国
レ
ベ
ル
に
な
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。
物
事
を
進
め
て
い
く
中
で
や

は
り
町
民
の
ご
協
力
が
一
番
大
事
。

植
田
氏
：
１
４
０
０
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
イ

ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
に
は
大
き
く
３
つ
、「
金
・

人
・
形
」
の
要
素
を
ど
う
考
え
る
か
が
重
要
。

こ
れ
は
日
本
の
建
国
の
父
・
聖
徳
太
子
へ
の
誇

り
を
問
う
た
め
の
活
動
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
極
端
な
話
、
皇
室
を
迎
え
る
こ
と
も
可

能
だ
と
思
っ
て
い
る
。
政
治
家
の
皆
さ
ん
も
参

加
し
て
頂
き
、
資
金
も
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

文
化
と
し
て
の
側
面
か
ら
言
え
ば
千
利
休
の
３

つ
の
家
元
や
聖
徳
太
子
の
造
っ
た
ご
縁
の
膨
大

な
寺
な
ど
が
対
象
と
な
る
と
思
う
。
そ
う
い
う

事
を
前
提
と
し
て
プ
レ
ゼ
ン
を
進
め
て
い
く
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

澤
田
氏
：
太
子
町
は
色
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
し
て

い
る
。
ま
ず
は
１
４
０
０
年
事
業
に
関
わ
っ
て

頂
き
、
忙
し
い
中
に
も
充
実
感
を
感
じ
て
も
ら

え
る
よ
う
協
力
を
し
て
頂
き
た
い
。	

植
田
氏
：
聖
徳
太
子
に
は
大
き
な
知
名
度
が
あ

る
の
で
自
信
を
持
っ
て
資
金
集
め
に
走
っ
て
頂

き
た
い
。

近
藤
氏
：
日
本
宗
教
界
の
祖
と
し
て
聖
徳
太
子

廟
に
は
各
宗
派
の
宗
祖
が
お
参
り
に
来
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
聖
徳
太
子
自
身
も
伊
勢
神
宮
に

参
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
か
ら
「
宗
派
」

を
超
え
た
法
要
を
考
え
て
い
る
。
聖
徳
太
子
の

「
お
心
」
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
伝
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
感
じ
て
い
る
。

植
田
氏
：
政
教
分
離
を
超
え
て
、

日
本
と
い
う
「
国
」
の
誕
生
を
担

っ
た
聖
徳
太
子
を
押
し
上
げ
て
い

く
の
は
十
分
に
や
る
価
値
が
あ

る
。

浅
野
町
長
：
政
教
分
離
の
問
題
は

ど
う
し
て
も
切
り
離
せ
な
い
の
で
、
ご
理
解
頂

き
た
い
。

植
田
氏
：
最
後
に
１
４
０
０
年
を
迎
え
る
に
あ

た
り
一
言
ず
つ
頂
き
た
い
。

浅
野
町
長
：「
聖
徳
太
子
の
ま
ち
」
と
一
目
瞭
然

で
分
か
る
よ
う
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
作
製
や
近
鉄

上
ノ
太
子
駅
で
の
乗
降
客
に
対
す
る
町
の
紹
介

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
な
ど
の
働
き
か
け
を
や
っ
て
い

け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

中
村
議
長
：
約
10
年
前
に
「
た
い
し
く
ん
」
の

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
考
案
し
、
太
子

町
を
売
り
込
む
形
が
で
き
た
よ
う
に
、
今
後
も

１
４
０
０
年
に
向
け
て
何
ら
か
の
形
で
Ｐ
Ｒ
に

専
念
し
て
頂
き
た
い
。

近
藤
氏
：
１
４
０
０
年
の
節
目
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
成
功
さ
せ
た
い
と
い
う
想
い
だ
け
で
終

わ
ら
ず
に
、
そ
の
後
も
太
子
へ
の
想
い
を
続
け

て
い
け
る
よ
う
な
流
れ
で
執
り
行
え
た
ら
一
番

良
い
と
思
っ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
に
焦
点
を
あ

て
る
と
叡
福
寺
に
も
注
目
が
集
ま
っ
て
く
る
。

話
題
作
り
か
ら
取
り
組
み
、
た
く
さ
ん
の
人
に

ご
縁
を
結
ん
で
い
き
た
い
。

澤
田
氏
：
前
日
の
新
聞
で
こ
の
講
演
会
の
記
事

を
見
た
。
新
聞
に
載
る
と
い
う
事
は
新
聞
社
も

興
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
な
の
で
、
引
き

続
き
こ
の
よ
う
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
。
今
回
は
河
内
版
の
記
事
で
あ
っ
た
が
、

今
後
は
よ
り
大
き
く
載
る
よ
う
に
発
信
し
て
い

き
た
い
。

植
田
氏
：
聖
徳
太
子
は
様
々
な
原
点
で
あ
る
。

そ
の
ス
タ
ー
性
を
現
代
の
人
々
は
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が

我
々
の
責
務
で
あ
る
。
太
子
町
、
実
行
委
員
会
、

お
寺
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
集

ま
っ
た
皆
さ
ん
、
日
本
列
島
に

身
を
置
く
皆
さ
ん
方
に
も
ご
支

援
を
頂
く
か
た
ち
で
１
４
０
０

年
に
向
か
っ
て
再
認
識
し
て
頂

き
た
い
。
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 　（事務局の回答）
　　	支線交通について実証運行を行いますが、ルート
につきましては、住民の皆さまの意見も聞きなが
ら設定してまいります。また、実証運行による利
用状況の結果や皆様からの意見を踏まえて、持続
可能な地域公共交通の実現に向けた、支線交通の
具体的な施策を交通会議での議論を踏まえて決め
てまいります。

 　（会長のコメント）
　　	同様のご指摘は数多くお聞きしています。改善の
ために、福祉センターバスと予約型乗合ワゴンの
再編を行います。誰もが平等に乗れるバスを目指
していますので、ご協力をお願いいたします。

福祉センターバスについて
・	福祉センターバスは、使用人数も多いので従来通り
の条件（無料）で運行させて欲しい。
・	現在の運行コースで、無料であるということで、利
用しやすくなっていると思われる。無料制がどうし
ても無理でも出来るだけ負担のハードルを下げるた
めに、工夫が必要ではないか。
 　（事務局の回答）
　　	本町の公共交通は、利便性の向上だけでなく、持
続可能な地域公共交通を構築することを目的とし
ています。そのため、福祉センターバスの再編も
前提とし、新しい交通体系を見直すことを目指し
ています。福祉センターバスが高齢者の皆さま方
の外出機会の創出や移動に欠くことができない手
段であることは十分理解しておりますので、公共
交通だけでなく福祉政策の移動手段と合わせて、
皆さまが利用しやすく、かつ持続的に運行を続け
ていける交通体系の構築を進めてまいります。

　 （会長のコメント）
　　	新しい地域公共交通の検討は、持続可能性も考え、
有償であることを大前提にしていますが、いわゆ
る「敬老パス」のような、特別運賃（無料乗車や
割引運賃）を否定していませんし、これまでの地
域公共交通会議でも「すべてを有償にする」とも

　　	言っていません。私自身、「日本福祉文化学会」の会
員で、高齢者の交通行動について研究しており、

　　	高齢者をはじめとする「交通弱者」への対策には、
実は肯定的な立場です。事務局および健康福祉部
からは、交通弱者に対する特別運賃（無償もしく
は割引）の設定提案を頂いております。ただ、住
民のかたには、特別運賃を否定されるかたもおら
れますので、コスト削減も含めて、今後、地域公
共交通会議で検討していきたいと思います。

予約型乗合ワゴンについて
・	「予約型乗合ワゴンや福祉センターバスの再編を前
提に」とありますが、高齢者、障がい者、交通弱者
のために、引き続き「必ず走らせてほしい」。これ
は多くの人の声です。「予約型乗合ワゴン」は、今
以上に便利で利用しやすく（年齢制限や予約制の検
討）改善も合わせ、存続を強く要望する。

　 （事務局の回答）
　　	本町の公共交通は、基本方針に記載しているとお
り、利便性の向上だけでなく、持続可能な地域公
共交通を構築することを目的としています。その
ため、予約型乗合ワゴンの再編も前提とし、新し
い交通体系を見直すことを目指しています。予約
型乗合ワゴンが高齢者の皆さま方の外出機会の創
出や移動に欠くことができない手段であることは
十分理解しておりますので、公共交通だけでなく
福祉政策の移動手段と合わせて、皆さまが利用し
やすく、かつ持続的に運行を続けていける交通体
系の構築を進めてまいります。

 　（会長のコメント）
　　	再編は直接的に廃止を意味するわけではありませ
ん。現在、検討している新しい地域公共交通では、
予約型乗合ワゴンや福祉センターバスの機能を引
き継ぐように慎重に検討しています。バスを利用
して、いろいろなところに出かけることは最適な
介護予防です。この点は私も事務局も共通した考
えです。また、年齢制限の撤廃や予約制の煩わし
さについては、多くの住民の方がたから、改善し
てほしいという声を聞いています。私自身がみな
さんの立場なら、同じように改善を求めます。た
だし、現在の予約型乗合ワゴンでは、誰もがいつ
でも自由に乗車することは、車体の大きさや町の
財源、法制度などの点から、極めて難しいのが現
実です。夢を見ていては、太子町の交通環境はい
つまで経っても改善しませんので、現実を直視し
て、私は再編を進めるべきと思っています。再編
は太子町の地域公共交通を改革する重要なポイン
トです。再編というメスを入れずして、改革はあ
りません。ただ、メスの入れかたについては、大
いに住民のみなさんと議論したいと思っていま
す。

■	本稿は、太子町地域公共交通会議会長（大阪産業大
学経済学部・大学院経済学研究科教授）の小川雅司
氏が執筆したものである
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 �
現在、事務局が金剛自動車および警察と協議を進
め、バスが安全に走れるルートとバス停の設置で
きる位置の洗い出しを始めています。それが終わ
りましたら自治会を中心に、住民のみなさんでも
バス停の位置などを検討して頂きたいと思いま
す。また、中央線から遠い、奥に入り込んでいる
ところについては、聖和台のなかに路線を設定す
ることも検討しています。先日、金剛自動車が実
際のバスを使って、運行のシミュレーションをさ
れ、聖和台のなかも走行可能かどうかを検討され
ています。重要なのは、聖和台のみなさんが1つ
となれるかどうかです。排気ガスの臭いや騒音が
原因で、住宅区のなかでバスが走行することを嫌
がる人もいると思います。自治会の方がたを中心
に、地域のみなさんで集まって、是非とも活発な
議論を進めて頂けませんか。必要であれば、私（会
長）はいつでも、その場に伺い、みなさんと一緒
に議論したいと思っています。

支線交通について
・	基幹交通だけでは充足できない聖和台西地域やいわ
き台、福祉センター、町内の医療機関、コンビニ等
へは町の支線交通で利便性を持たせる細やかな計画
で充実した交通網の形成を考慮してもらいたい。

　 （事務局の回答）
　　	基幹交通バス停の圏域から外れる地域につきまし
ては、今後、検討事項としてまいります。

　 （会長のコメント）
　　	どれだけ細かな交通網を形成できるかは、総合的
に考えないといけないと思いますが、町内の医療
機関やコンビニなどにバスで行けるようにすると
いう視点は重要と思っています。最近、コンビニ
は、コミュニティの場としても機能し、地域の重
要な場所になりつつあります。また、「交通不便
地域」、特に個人的には、いわき台のことが気に
なっています。若い世帯が多く、自家用車で移動
している方が多いと思いますが、これから先のこ
とを考えると、検討（もしくは実証運行）はして
おかないといけないと思います。

・	現在運行されている予約型乗合ワゴンは、事前の予
約と年齢制限があり、気軽な利用が出来にくい思い
があった。町内を時間を決めて巡回するバス（また
はワゴン車）を是非実現させてほしい。

●第５回太子町地域公共交通会議を開催しました
　2018年度最終の第５回太子町地域公共交通会議を
３月13日（水）の14時から16時に「万葉ホール」で実
施しました。当日の議事は以下の通りです。本号では
（来月の次号でも）、２番の「地域公共交通網形成計画
（案）に対するパブリックコメントの報告」について取
り挙げたいと思います。

１）地域公共交通ワークショップの報告
２）	地域公共交通網形成計画（案）に対するパブ
リックコメントの報告

３）地域公共交通網形成計画（案）の修正
４）地域公共交通網形成計画（案）の最終審議

●�地域公共交通網形成計画（案）に対するパブリックコ
メントの報告
　１月９日（木）の第３回地域公共交通会議で提示しま
した「地域公共交通網形成計画（素案）」に対して、
２月１日から３月１日の間でパブリックコメントを実
施しましたところ、51件のパブリックコメントがあり
ました。大変お忙しいなか、ご意見をお寄せ下さいま
して、ありがとうございました。ここでは、町民のみ
なさんと是非とも共有しておきたいコメントに絞って
紹介し、事務局（太子町）の回答を踏まえて、会長で
あり学識経験者である私のコメントを添付していま
す。

基幹交通について
・	太子中央線の新規路線について、具体的に出発点と
経由地と終点について早急に明らかにしてほしい。
・	聖和台２～３丁目の奥のぶどう畑の前の通りは、奥
へ入り込んでいて中央線から遠い。高齢者の足の保
障を考えてほしい。
　 （事務局の回答）
　　	既に運行されている民間交通事業者のバス路線に
対し、行政が変更することは困難です。新規路線
についてはいただいたご意見を交通事業者にお伝
えするとともに、具体的なルート、バス停等の発
表につきましては、少しでも早く皆様にお知らせ
できるように交通事業者と情報交換を重ねながら
進めてまいります。

 　（会長のコメント）
　　	基幹交通（太子中央線の新規路線）については、
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人権コーナー

憲法週間

　５月３日の「憲法記念日」は、第二次世界大戦終結後の昭和
22年５月３日に現在の「日本国憲法」が施行されたことを記念
して定められた祝日です。その前後一週間が「憲法週間」です。
　憲法の基本理念のひとつに「基本的人権の尊重」があります。
第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ
ない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことので
きない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
と明記されています。
　憲法週間に、基本的人権の大切さについてもう一度考えてみ

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ
ル
ン

で
、
あ
る
小
学
校
を
訪
れ
た
。
青
い

空
に
白
い
雲
、
そ
し
て
、
緑
の
ユ
ー

カ
リ
の
木
が
並
ぶ
街
並
み
に
、
そ
の

小
学
校
は
あ
っ
た
。
今
回
の
視
察
の

目
的
は
、
か
つ
て
「
白
豪
主
義
」
と

い
う
白
人
優
先
政
策
を
と
っ
て
い
た

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
、
今
、
多
く
の

移
民
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、

多
様
性
を
重
ん
じ
る
国
家
と
し
て
ど

の
よ
う
な
教
育
を
す
す
め
て
い
る
か

を
知
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
を
出
迎
え
て
く
れ
た
の

は
、校
長
先
生
と
（
日
本
で
言
え
ば
）

児
童
会
の
子
ど
も
た
ち
だ
。
私
の
担

当
は
小
学
３
年
生
と
４
年
生
。
し
か

し
、
授
業
見
学
も
学
校
案
内
も
全
て

彼
ら
が
す
す
め
て
く
れ
る
。
子
ど
も

た
ち
の
表
情
は
活
気
に
溢
れ
、
私
た

ち
の
質
問
に
対
し
て
競
い
合
う
よ
う

に
答
え
て
く
れ
る
。

　

案
内
の
途
中
、
学
校
の
前
庭
の

ポ
ー
ル
に
見
慣
れ
な
い
旗
が
掲
げ
ら

れ
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国

旗
と
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
旗
で

あ
る
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
が
左
上

４
分
の
１
に
あ
り
、
周
囲
に
白
い
南

十
字
星
が
並
ん
で
い
る
、
紺
地
に
赤

と
白
の
旗
を
想
像
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
学

校
で
は
た
め
い
て
い
た
の
は
、
上
半

分
が
黒
、
下
半
分
が
赤
の
ツ
ー
ト
ン

カ
ラ
ー
の
地
に
、
黄
色
の
丸
が
描
か

れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
た
ず
ね
る
と
、
即

座
に
「
こ
の
学
校
の
近
く
に
は
、
ア

ボ
リ
ジ
ナ
ル
の
人
が
た
く
さ
ん
住
ん

で
い
て
、
こ
の
学
校
に
も
ア
ボ
リ
ジ

ナ
ル
の
子
ど
も
が
い
る
か
ら
、
大
切

な
旗
な
の
で
す
」と
教
え
て
く
れ
た
。

彼
ら
は
、中
学
年
の
ク
ラ
ス
で
、リ
ー

デ
ィ
ン
グ
や
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
時
間

に
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
に
つ
い
て
学
習
し

て
い
る
の
だ
。ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
と
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
族
の
総

称
だ
。
白
人
の
植
民
地
化
の
中
で
大

量
殺
り
く
や
同
化
政
策
が
行
わ
れ
た

歴
史
が
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

は
、
１
９
９
８
年
か
ら
先
住
民
族
に

対
す
る
謝
罪
を
明
ら
か
に
し
た

「N
ational�Sorry�D

ay

」�

が
続
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
メ
ル
ボ
ル
ン
周
辺
の
各

地
を
歩
い
て
い
る
と
、
な
る
ほ
ど
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
旗
と
ア
ボ
リ

ジ
ナ
ル
の
旗
が
並
ん
で
掲
揚
さ
れ
て

い
る
光
景
に
出
会
っ
た
。
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
は
、
現
在
、
ど
ち
ら
の
旗

も
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
。
中
央
の
黄
色
い
丸
は
命
の
根
源

と
し
て
の
太
陽
を
、
そ
し
て
上
半
分

の
黒
は
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
の
人
々
を
、

下
半
分
の
赤
は
大
地
と
の
精
神
的
な

つ
な
が
り
を
表
し
て
い
る
。
そ
う
い

え
ば
、
２
０
０
０
年
の
シ
ド
ニ
ー
・

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
、
金
メ
ダ

リ
ス
ト
の
陸
上
選
手
が
、
ウ
イ
ニ
ン

グ
ラ
ン
の
時
に
、
国
旗
と
ア
ボ
リ
ジ

ナ
ル
の
旗
の
２
つ
を
掲
げ
て
走
っ
た

感
動
的
な
映
像
を
思
い
出
し
た
。

　

メ
ル
ボ
ル
ン
の
街
中
を
歩
い
て
い

る
と
、
こ
の
国
が
一
九
七
〇
年
代
ま

で
白
人
優
先
政
策
を
と
っ
て
い
た
と

は
思
え
な
い
ほ
ど
、
様
々
な
肌
の
色

の
人
た
ち
が
行
き
交
っ
て
い
る
。
未

来
を
創
造
す
る
教
育
の
可
能
性
を
感

じ
た
時
だ
っ
た
。

マイナンバーカードの臨時休日交付窓口を開設します（予約制）
　マイナンバーカードは原則として本人が窓口に来られて受け
取る必要があります。平日の役場開庁日に受け取りに来ること
が困難な人のために、臨時休日交付窓口を開設します。
マイナンバーカード受け取りの流れ
　申込まれたマイナンバーカード（個人番号カード）ができあ
がり、役場に届いたことをお知らせする交付通知書（ハガキ）
が申請者のご自宅に届きます。通知書が届きましたら、必要な
持ち物をお持ちになり、ご本人が住民人権課にお越しください
（15歳未満の人と成年被後見人の場合は、本人に法定代理人が
同行してください）。住民人権課で本人確認のうえ、暗証番号

を設定頂くと、カードを受け取ることができます。
［と　き］５月12日（日）　午前９時～正午
［ところ］住民人権課
※	当日は予約制となりますので、５月８日（水）までにご予約く
ださい。
※次回以降の休日交付は決定次第別途ご案内します。
※	交付の際に必要な持ち物は、通知カードに同封されていた案
内の７ページ、交付通知書、町ホームページでご確認ください。
※証明発行、届出などの通常業務は行っていません。

◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

ましょう。
　町では、憲法週間中に特設人権相談所を開設します。
○特設人権相談
　差別やいじめなど、人権にかかる悩みや疑問に応じます。相
談は無料で、人権擁護委員が応じます。秘密は厳守しますので、
お気軽にご相談ください。

［と　き］ ５月９日（木）	
	午後２時～４時

［ところ］役場庁舎３階　第３会議室
［人権擁護委員］ 筒井　一太（春日）　井上　芳子（春日）	

佃井　恵一（山田）　刀根　道夫（聖和台）
◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

　人権コーナー「気づく」では、人権に関する様々な問題や啓発推進
情報をお知らせします。
　小さなことでもまず気づくことが、お互いを尊重し、一人ひとりが豊
かに生きることができる社会につながる。「気づく」には、そんな願いが
込められています。

気づく
青い空にアボリジナルの旗　大阪教育大学　神村 早織人権コラム「よき日へ」
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知らない間に、肺機能の低下が進行しています

世界禁煙デー　５月30日（木）　　　禁煙週間　５月30日（木）～６月６日（木）
第３次健康太子21目標「自分のため、人のため　知ることからはじめる　禁煙・減煙・分煙活動」

・タバコの煙には、4,000種類以上もの化学物質が含まれています。そのうち、発がん性物質は60種類。
・	タバコは、肺がん以外にも様々な病気を引き起こします。肺の生活習慣病と言えるＣＯＰＤは喫煙が主な原因とされ、主にたば
この煙が肺胞や気道の炎症・破壊を起こし、肺への空気の通りが慢性的に悪くなり、ゆっくりと進行していきます。症状として
運動時（歩く・階段を上る程度）の呼吸困難、日常慢性的な咳や痰を伴います。初期の段階では咳、痰、息切れなどの症状を自
覚しにくいため、あまり気にしないのですが、それが落とし穴になってしまい、気づいた時には日々息切れした状態で生活をし
ないといけなくなります。

　皆さんもこの機会にご自身の健康のため、またあなたの周りの大切な人のために、是非、禁煙について考えてみませんか？
～禁煙チャレンジ！会～

　あなたの禁煙チャレンジがスムーズに続くように、担当スタッフが個別にサポートしていきます。
　お仕事をされている人も、相談しやすい日程や方法を検討して、禁煙チャレンジをサポートします。お気軽にご参加ください。

［と　き］個別相談日は担当スタッフと後日決定します。まずは、お電話ください。　　　　　［ところ］町立保健センター
［対　象］１か月以内にタバコをやめたい人（年齢制限なし）

◆申込・問合せ　健康増進課　☎98-5520

５月は「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」です

連休中の生涯学習施設の運営

地域公共交通網形成計画を策定しました

施設名 ４月27日～５月６日の運営状況（運営時間は通常通り）

町立総合スポーツ公園
◆問合せ　☎98-5344

総合体育館 連休中開館（予約状況は総合体育館へお問い合わせください。）
総合グランド 連休中使用可（予約状況は総合体育館へお問い合わせください。）
テニスコート 連休中使用可（予約状況は総合体育館へお問い合わせください。）

町立公民館
◆問合せ　☎98-5530 ４月27日、28日は開館、４月29日～５月６日まで休館

町立図書室
◆問合せ　☎98-5526 連休中開館

町立竹内街道歴史資料館
◆問合せ　☎98-3266 連休中開館

大道旧山本家住宅
◆問合せ　歴史資料館まで 連休中開館

※総合スポーツ公園の予約状況はインターネット（太子町スポーツ施設情報システム）からご確認頂けます。

　町では人口減少や高齢化が進み、自動車やバイクを移動手
段として利用している人が多い状況にあります。その中で、
将来にわたって地域住民に利用される持続可能な公共交通の
構築を図ることを目的として太子町地域公共交通網形成計画
を策定しましたのでお知らせします。

［基本理念］
〇平等な外出機会の支援
〇地域で支え合うコミュニティの推進
〇多様な人の交流の創造

［基本方針］
〇	様々な主体が連携・協働しながら、みんなで地域公共交通
を支援する
〇地域特性や需要に即した地域公共交通を実現する
〇持続可能な地域公共交通を構築する

［目標と具体的な施策］
目標１．誰もが利用できる地域公共交通網の形成
施策１－１　	近鉄上ノ太子駅～聖和台・磯長台～役場間を結

ぶバスの運行
施策１－２　	東部地域（畑・山田）～役場間を結ぶ新たな交

通の運行
施策１－３　役場周辺バス停の拠点の強化
施策１－４　ユニバーサルデザインの推進
施策１－５　	交通弱者に対する移動支援
目標２．みんなで支える地域公共交通の活性化
施策２－１　	住民主体の公共交通の利用促進に向けた取り組

みの推進
施策２－２　太子町内での情報発信
施策２－３　公共交通を利用するきっかけづくり
施策２－４　教育機関との連携
目標３．地域公共交通を活用した多様な人の交流
施策３－１　観光施設などでの案内充実
施策３－２　商業施設周辺へのアクセス強化
施策３－３　高齢者などの外出のきっかけづくり

◆問合せ　総務政策課　☎98-0300
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健　　康健　　康

　
ミニ健康展ｉｎ聖徳市

５ 月のテーマ「免疫力を上げよう！」
　５月の聖徳市では、免疫力ってなに？免
疫力を上げるために有効な食べ物ってな
に？など、免疫力に注目して太子町食生活
改善推進協議会「若芽会」が、おすすめレ
シピの紹介やクイズなどを行います。
　楽しく学べるブースになっていますの
で、ぜひ、のぞいてみてください。
［と　き］�５ 月19日（日）�

午前10時～午後 1時まで
［ところ］�太子・和みの広場
★�ミニ健康展は、月替わりに「食」など
様々なテーマで行います。
★がん検診などの予約も受け付けます。
★�たいしくんスマイルカードをお持ちく
ださい。
★�「若芽会」とは、町に住む皆さんの生
活習慣病を予防する食生活を推進して
いるボランティアグループです。食に
関心のある人は、ぜひ一緒に活動しま
しょう。メンバー募集中です。
◆申込・問合せ　健康増進課
　　　　　　　　☎98-５５20

　

こころほぐしの会
（こころの健康相談会）
午前中は保育付きです
　肩こりがあると肩をほぐすように、こ
ころもほぐしてみませんか？
　この相談会では、臨床心理士があなた
の気持ちに寄り添いながら、仕事や家族、
子育ての悩みなどに関するこころの整理
のお手伝いをします。
　子育て中のママ・パパも気軽に利用で
きます。相談の秘密は守りますのでお気
軽にご利用ください。
［と　き］�５ 月22日（水）�

①午前10時～�
②午前11時～�
③午後 1時30分～

［ところ］�町立保健センター
［対　象］�町内在住・在勤の人
［内　容］�臨床心理士による悩み・不安・

ストレス・うつなどの心理的
問題に対する個別相談

［費　用］�無料

［保　育］�①②の予約枠はお子さんの保
育も可能です

［申　込］�事前にお電話でご予約くださ
い

◆問合せ　健康増進課　☎98-５５20

　

わくわく農業体験参加者
募集（さつまいも編）

　 ５株のさつまいもを収穫できます。
　収穫したさつまいもで食育推進ＰＲも
行います！
［と　き］�第 1回目　 ５月2５日（土）�

午前 9時4５分集合
※�５ 月～10月までの間で全 2回行いま
す。

［ところ］�わくわく農業体験クラブの畑
（町内山田地区）

［対　象］�就学前の幼児とその保護者・
小学生30組（応募者多数の場
合は、抽選で決定します）

※�小学生は、幼児たちのリーダーとなっ
て畑作業を手伝ってもらいます。

［参加費］�一組５00円（一組 4人まで）
［応　募］�５ 月 ７ 日（火）～20日（月）
　　　　 �応募用紙の配付は、町内の保

育園・幼稚園・町立保健セン
ターで行っています。

◆問合せ　健康増進課　☎98-５５20

　
ヘルシーライフ講座

　「良い季節だし、身体を動かすために
何かしたい」「冬場の運動不足と食べ過
ぎで体重が増えてしまった」「食事も気
をつけているのにコレステロールの数値
が高いのは何故だろう」などのお悩みを
講座で解決。
　全 ５回の講座をとおして、運動・食事
についてあなたの改善点を栄養士・保健
師・運動指導士が一緒に考えます。
　活動計・ストックの無料レンタルがあ
ります。
　ぜひ、この機会にヘルシーライフとヘ
ルシーボディを手に入れよう！
［対　象］�町内在住の20歳以上の人
［定　員］�先着20人（要事前申込み）
※�５ 月1７日（金）までに健康増進課までお
申込みください。

［参加費］�無料
●「食事」編
1 日の必要カロリーを知ろう！

［と　き］�５ 月24日（金）�
午後 1時30分～

　気になる数値を下げるコツ
［と　き］�５ 月31日（金）�

午後 1時30分～
●「運動」編
　ストレッチで柔らかい体を手に入れよ
　う
［と　き］�６ 月 ７ 日（金）�

午後 1時30分～
　ストックを使ったウォーキング法
［と　き］�６ 月14日（金）�

午後 1時30分～
［ところ］�町立万葉ホール
●調理実習
　コレステロールを減らす食事
［と　き］�６ 月21日（金）�

午前10時～
［ところ］�町立保健センター
［参加費］�食材料自己負担
◆申込・問合せ　�健康増進課�

☎98-５５20

　
とくとく健診

　特定健康診査・高齢者健康診査は各医
療機関で個々に受診することができます
が、より多くの人に受診して頂くため、
町立万葉ホールで、集団検診（とくとく
健診）を行います。
　とくとく健診は、予約制です。予約受
付開始日は、 ６月 4日（火）からです。
　予約専用ダイヤルについては、広報太
子 ６月号でお知らせします。
［と　き］�８ 月2５日（日）～2７日（火）
※�乳がん・肺がん・大腸がん検診が同時
に受けられます。
　　　　  ８ 月29日（木）～31日（土）
※�胃がん・肺がん・大腸がん検診が同時
に受けられます。
◆問合せ　健康増進課　☎98-５５20

　
４ 月30日～５月 2日の診療体制

  4 月30日（火）、５月 1日（水）、2日（木）
の休日診療所の内科・小児科診療は、済
生会富田林病院で行います。受付時間は
午前 9時～11時30分、午後 1時～ 3時30
分までです。歯科診療及びその他の日曜
日・祝日は通常どおりです。
◆問合せ　健康増進課　☎98-５５20
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健康保険健康保険

　

国民健康保険、特定
健康診査受診券の送付

　国民健康保険に加入されている40歳～
７4歳までの人に、特定健康診査受診券を
送付します。
　受診券をお持ちの人は、医療機関や ８
月末に実施予定のとくとく健診（集団健
康診査）で、健康診査を無料で受けるこ
とができます。ぜひ、ご利用ください。
また、指定の医療機関であれば人間ドッ
ク受診費用の補助を受けることもできま
す。詳しくは、お問い合わせください。
※�補助は年度内（令和 2年 3月まで）に
1度のみ受けられます。

※�健康診査補助と人間ドック補助の併用
はできません。
※�受診日も国民健康保険に加入している
必要があります。
　年に 1度は健康チェックを行いましょ
う。
◆問合せ　保険医療課　☎98-５５16

　

国民健康保険料（普通徴収）
の仮算定が廃止になりました

　平成30年 4 月から国民健康保険制度が
広域化（都道府県化）されたことにより、
大阪府が新たに保険者となって、市町村
と共同で国民健康保険を運営していま
す。
　町では大阪府国民健康保険運営方針の
統一基準に基づき、保険料の計算方法を
簡素でより分かりやすい方法とするため
に、平成31年度からは 4月の仮算定は行
わず、 ６月に前年中の所得をもとに年間
保険料を決定（本算定）します。これに
より、 ６月～翌年 3月までの10か月で年
間保険料を納めて頂くこととなり、4月、

５月の保険料の納付はありません。
　平成31年度の保険料決定通知について
は、 ６月中旬に発送を予定しています。
　なお、年金から天引き（特別徴収）を
行っている世帯の保険料の計算方法や納
付回数などについてはこれまでと変更は
ありません。
◆問合せ　保険医療課　☎98-５５16

　

元号改正による子ども医療
証の再交付

　元号が改正されたことにより、現在交
付中の子ども医療証の有効期限表示を変
更したものを、該当のご家庭へ ５月下旬
に送付します。
　新しい医療証は到着時からご使用でき
ます。
　現在ご使用中の「子ども医療証」につ
いては、保険医療課へ返却頂くか、ご家
庭で適切に破棄して頂きますようお願い
します。
◆問合せ　保険医療課　☎98-５５16

環　　境環　　境

　

ゴルフ場に関する環境保全
協議会

　ゴルフ場で用いられる農薬の適正な使
用により周辺環境の保全を図り、良好な
環境づくりを目的として設置されている
「太子町ゴルフ場に関する環境保全協議
会」を 3月2６日（火）に行いました。
　協議会では、
・平成30年水質検査結果
・平成30年農薬使用実績
・平成31年農薬使用計画（案）
について審議し、承認されました。
［水質検査］
　平成30年 ７ 月13日（金）、11月2７日（火）

に採水を行い、水質試験の結果、全ての
項目について指針値以下でした。
◆問合せ　生活環境課　☎98-５５22

農　　業農　　業

　

農作物被害防止資材購入補
助金制度の拡充

　町では、農作物の被害低減のため、農
作物被害防止資材購入補助金制度を改正
しました（補助上限額： 3万円→ ７万円、
補助率 1 / 2 ）。
　詳しくはお問い合わせください。
◆問合せ　観光産業課　☎98-５５21

お知らせお知らせ

　
戸籍の届出

　戸籍に関する届出（出生届・婚姻届・
死亡届など）は、休業期間中でも提出で
きます。
◆問合せ　住民人権課　☎98-５５1５

1010

　太子町観光・まちづくり協会は、町と
協働で観光やまちの魅力発信に取り組ん
でいます。
　太子ブランド品の開発にも取り組み、
太子みかんソースなど町の特産品を使っ
た商品開発や、みそ作り教室・イベント
出店など地産地消にも力を入れています。
　令和３年の聖徳太子没後1400年に向け
て、新しい商品を一緒に開発しませんか。
◆問合せ　太子町観光・まちづくり協会
　　　　　☎21-1600（月・火休）
　　　　　観光産業課
　　　　　☎98-5521

聖徳太子没後1400年に向け
特産品開発を

収　集　日

　の
「
し
尿
」
収
集
日

　の
「
ゴ
ミ
」
収
集
日

種　　　類 種　　　類 収　　　　集　　　　日

もえるゴミ

粗 大 ゴ ミ
ビン・カン混合
金　属　類
ペットボトル
プラスチック製
容器包装　　　

5月 5月

※ごみは、必ず収集日の当日、午前７時までに出してください。
※生ごみは、しっかり水分を切ってから出してください。

※粗大ごみで袋に入れて出される場合も、半透明のごみ袋を使用して
　ください。くれぐれも黒色のごみ袋は使用しないでください。

6日（月）

6日（月）

20日（月）

小　　型

一　　般

2回取り

３日・７日・10日・14日・17日・21日・24日・
28日・31日
８日・22日
13日・27日
１日・15日
23日
２日・16日

（毎週火・金曜日）
（第２・第４水曜日）
（第２・第４月曜日）
（第１・第３水曜日）
（第４木曜日）
（第１・第３木曜日）
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11月29日（金）
◆問合せ　地域整備課　☎98-５５23

催　　し催　　し

　

キミはこの謎がとけるかな？
宝さがしゲーム

　今年も、太子町青少年指導員会による
宝さがしゲームを行います。
　会場内に隠されたお宝の中のキーワー
ドを見つけて、言葉を完成させるゲーム
です。正解すると、抽選で素敵な賞品が
あたるかも！？
　皆さんの参加を、お待ちしています。
［と　き］�５ 月 ５ 日（日）�

受付：午前 9時～10時30分�
探索：午前 9時～11時�
抽選：午前11時1５分～

※小雨決行。
※�抽選時に会場にいないと、無効になり
ます。

［ところ］�太子・和みの広場
［参加費］�無料
◆問合せ　生涯学習課　☎98-５５3４

　

ダイヤモンドトレール縦走石板
めぐり・地域めぐり・山頂めぐり

　ダイヤモンドトレールを楽しみながら
歩いてみませんか。ルート上に設置され
た1７か所の石板すべてをめぐられた人、
おすすめ日帰りコースを歩かれた人、二
上山、金剛山などの山頂に登り、周辺市
町村で地元名産品などの購入や飲食など
をされた人に、認定証とオリジナル缶
バッジ進呈中（12月31日まで）。
　詳しくは、大阪府南河内農と緑の総合
事務所ホームページをご覧ください。
◆問合せ　�大阪府南河内農と緑の総合事

務所地域政策室　☎2５-1131

ら居住しようとする木造住宅
・�所有者の課税所得金額が５0７万円未満
であること
・�所有者に町税の滞納がないこと
［補助額］�
補強設計：補強設計にかかる費用の23％、
または、1５万 1 千円のいずれか低い額。
補強工事：補強工事にかかる費用の23％、
または、７５万 9 千円のいずれか低い額。
［平成31年度申込み締切］�
11月29日（金）
◆問合せ　地域整備課　☎98-５５23

　

がけ地近接等危険住宅移転
事業補助制度

　がけ地の崩壊などによる危険から住民
の生命の安全の確保を目的として、大阪
府が条例で定める災害危険区域内、また
は、大阪府が指定した土砂災害特別警戒
区域内にある危険住宅（既存不適格住宅）
を除去し、区域外に建築、または、購入
（改修も含む。）するのに要する費用の一
部を補助します。
［対　象］�
以下の条件に該当するもの。
・�災害危険区域、または、土砂災害特別
警戒区域にある危険住宅であること。
・�移転先は町内であること。
・�所有者に町税の滞納がないこと。
［補助額］�
除去： 1戸あたり８0万 2 千円を限度とし、
撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住
居費、その他移転に伴う経費を対象とす
る。
　建築、または、購入（改修も含む） 1
戸あたり41５万円（建物319万円、土地9６
万円）を限度とし、資金を金融機関その
他の借入先から借り入れた場合に、当該
借入利子（年利率 ８ . ５ ％を限度とする）
に相当する額を対象とする。
［平成31年度申込み締切］�

防　　災防　　災

　
木造住宅除却補助制度

　耐震性が不足している木造住宅の除却
を促進し、地震などによる人的、経済的
な被害の軽減を図ると同時に住環境の改
善を目的に、木造住宅の除却工事にかか
る費用の一部を補助します。
［対　象］�
以下の条件に該当するもの。
・�昭和５６年 ５ 月31日以前に建築され、原
則として建築基準法の規定による建築
主事の確認を受けた木造住宅
・�耐震診断結果の数値が1.0未満である
もの（要綱で定める簡易診断でも可能）
・�所有者の課税所得金額が５0７万円未満
であること
・�所有者に町税の滞納がないこと
［補助額］�
1 戸につき20万円、または、除却工事に
要する費用のいずれか低い額。
［平成31年度申込み締切］�
11月29日（金）
◆問合せ　地域整備課　☎98-５５23

　

土砂災害特別警戒区域内既存
不適格住宅補強事業補助制度

　大阪府が指定した土砂災害特別警戒区
域内にある既存不適格住宅（区域指定さ
れる以前からある住宅）を土砂災害から
守るための補強措置を促進するため、補
強設計及び補強工事に要する費用の一部
を補助します。
［対　象］�
以下の条件に該当するもの。
・�土砂災害特別警戒区域内にある既存不
適格住宅
・�現在居住されている、または、これか

　月
の
相
談

種　　　類 日　　　程 時　　　間 問い合わせ先場　　　所

5 （国の行政に関すること）行政

消　　費　　者※１

教育

人　　　　　　権※2

就　　　　　　　労

心 　 配 　 ご 　 と

（いじめ110番・進路）

10日（金）

 平日の（月）～（金）

 平日の（月）～（金）

10日（金）・24日（金）

13：00～15：00

9：00～16：00

9：00～17：00

13：30～15：00

総 務 政 策 課
☎98－0300
富田林市消費生活センター
☎25－1000（内線186）
学 務 指 導 課
☎98－5532
住 民 人 権 課
☎98－5515
観 光 産 業 課
☎98－5521
社会福祉協議会
☎98－1311

※1　消費者相談は正午～午後1時までの間、対応できません。　※2　人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。

役場3階第１会議室

富 田 林 市 役 所

教 育 委 員 会

住 民 人 権 課

観 光 産 業 課

役場1階第2相談室
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イジー）に対応している方法による納付
も可能です。さらに、スマートフォン決
済アプリ「PayB」を利用して納付する
こともできます。
　詳しくは、各金融機関や大阪府ホーム
ページをご確認ください
◆問合せ　�自動車税コールセンター�

☎0５70-0201５6

　

町税の口座振替をご利用の
みなさまへ

　町では、効率的な業務をめざして改善
を行っています。
　そのため、町税（住民税・固定資産税・
軽自動車税）の口座振替を利用されてい
る人への口座振替通知書などの送付はし
ていません。必要な場合は、税務課まで
お問い合わせください。
ご理解ご協力をお願いします。
　なお、継続検査用の軽自動車税納税証
明書は ６月に送付します。
◆問合せ　税務課　☎98-５５17

○�減免を受ける人の個人番号（マイナン
バー）通知カード、または、個人番号
（マイナンバー）カード（写し可）
○減免を受ける人の印かん（認印）
○減免を受ける軽自動車税の納付書
○申請者の身分証明証（運転免許証など）
○�委任状（必要な人は、税務課までお問
い合わせください）

平成31年度　各納期限
第１期 第２期 第３期 第４期

町・府民税 ７ 月 １ 日 9 月30日 １２月 ２ 日 １ 月3１日

固定資産税 5 月3１日 9 月 ２ 日 １0月3１日 １ 月 ６ 日

軽自動車税 5 月3１日

　なお、納期限までに税金を納めて頂か
ないと、次のような督促手数料や延滞金
がかかります。また、督促状を送付した
日から起算して10日を経過した日までに
税金を完納しない場合は、滞納処分を受
けることになります。
（１）督促手数料
督促状を発送した場合 1通につき100円
（２）延滞金
　納期限の翌日から納付の日までの期間
に応じて年８.9％（ただし、納期限の翌
日から 1か月を経過する日までの期間に
ついては、年2.６％）の割合で計算した
延滞金がかかります。
◆問合せ　税務課　☎98-５５17

　
自動車税の納期限

　自動車税の納期限は ５月31日（金）です。
　納税通知書裏面に記載の金融機関、大
阪府内の郵便局、コンビニエンスストア等、
府税事務所で納付することができます。
　また、パソコンやスマートフォンを利
用したクレジットカードでの納付や、府
税収納を扱う金融機関（ゆうちょ銀行を
除く）のPay-easy自動車税の納期限（ペ

税税

　

固定資産税の第１期と軽自動車
税納期限は５月31日（金）です

　固定資産税の第 1期と軽自動車税の納
期限は、 ５月31日（金）です。忘れずにお
納めください。
　また、口座振替をご利用のみなさまは、
残高の確認をお願いします。
［軽自動車税の減免申請］�
　減免申請は、次に該当する軽自動車な
ど（普通車の減免申請をされている人は
受けられません）で 1台に限り税金の減
免を受けることができます。
　申請を行う人は、５月31日（金）までに、
税務課で手続きをしてください。
［減免対象］�
　身体障がい者や知的障がい者、または、
その人と生計が同一の人が、その人のた
めに使用する軽自動車など。
［申請に必要なもの］�
1 ．�減免を受ける本人が申請する場合に
必要なもの

○�身体障がい者手帳の写し（療育手帳・
精神障がい者福祉手帳・戦傷病者手帳）
○�本人の運転免許証の写し（有効期限内
のもの）
○�本人の個人番号（マイナンバー）通知
カード、または、個人番号（マイナン
バー）カード
○印かん（認印）
○減免を受ける軽自動車税の納付書
※�運転者が異なる場合は、運転者の運転
免許証も必要です。
2．�代理人が申請する場合に必要なもの
○�身体障がい者手帳の写し（療育手帳・
精神障がい者福祉手帳・戦傷病者手帳）
○�運転される人の運転免許証の写し（有
効期限内のもの）

お詫びと訂正
　広報太子 4月号「太子町いのち支
える自殺対策計画を策定しました」
（ ８ページ）に、下記のとおり、誤り
がございました。謹んでお詫びし、
訂正させて頂きます。
【誤】☎9８-５200
【正】☎9８-５５20
◆問合せ　総務政策課　☎98-0300

広
告

◆問合せ
　近つ飛鳥の里・太子運営協議会
　☎98̶2786

［と　き］毎週土・日曜日と祝日
［ところ］道の駅
　　　　　近つ飛鳥の里・太子

テニスコートの早朝貸出し
　通常の利用時間に加えて、下記の期間で、午前７時からテ
ニスコートの早朝貸出しを行います。
　申込方法や利用料金は通常と同じです。

［と　き］６月１日（土）～９月30日（月）
［ところ］ 町立総合スポーツ公園	

テニスコート
※雨で利用できなかった場合は、通常区分にも振替できます。
◆問合せ　町立総合体育館　☎98-5344

女性限定リンパケアサロンＲＥＣＩＡ
　リンパの流れを良くし疲労回復に導きます。
・ボディリンパケア（60分）6000円→初回4000円
・ボディ＋フェイシャルリンパ（90分）8000円→初回6000円
・ハーブが選べるよもぎ蒸し（30分）2500円
他メニューもございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
営業時間　AM10:00～ PM8:00
TEL	090-9113-7560
MAIL	recia.lymph@gmail.com
大阪府南河内郡太子町山田　セラピストＲＵＩ
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就　　労就　　労

　

南河内地域若者
サポートステーション

　南河内地域若者サポートステーション
は、働くことに一歩踏み出せない若者た
ちとじっくり向き合い、本人やご家族、
保護者だけでは解決が厳しい「動き出す
力」を引き出し、就職して社会へ踏み出
す橋渡しを行う厚生労働省委託の支援機
関です。毎月第 3水曜日に富田林市役所
で出張相談を行っています。相談は予約
制になっています。まずはお気軽にお電
話ください。
富田林市役所出張相談
［と　き］�第 3水曜日　午後 1時～ ５時
［ところ］�富田林市役所 1階　相談室
［対　象］�1５歳～39歳の就労に悩みを持

つ若者及びその家族
◆問合せ　�南河内地域若者サポートス

テーション　☎26-9４４1

　
介護面接会＆相談会開催

［と　き］�５ 月1７日（金）　午後 2時～ 4時
※受付は午後 3時30分まで。
［ところ］�ハローワーク河内長野 2階�

大会議室
［参加企業］�５社

［持ち物］�ハローワークカード（あれば）、
履歴書（応募したい企業分ご
用意ください）

◆予約・問合せ
　ハローワーク河内長野　職業相談部門
　☎５3-3081（部門コード　４1#）

介　　護介　　護

　

平成31年度（第22回）大阪府介護
支援専門員実務研修受講試験

［受験資格］�
医師、看護師、介護福祉士などの試験対
象の国家資格などに基づく業務及び相談
援助業務のうち、施設などで必置とされ
ている相談援助業務に ５年以上かつ900
日以上の実務経験を有する人
※�国家資格などに基づく業務の場合は、
資格登録日以降の実務経験で、 ５年以
上かつ900日以上の実務経験を満たす
必要があります。
※�受験資格業務は、試験要領、または、
大阪府地域福祉推進財団ホームページ
（http://www.fine-osaka.jp/）をご
参照ください。

［試験要領（受験申込書）］�
・配布時期　 ６月 3日（月）～ ７月 1日（月）
・	配布場所　府保健所、市区町村の介護
保険担当課など

［受付期間］�
６ 月 3 日（月）～ ７月 1日（月）
［受付方法］�
簡易書留による郵送のみ（当日消印有効）
［試験日］�
10月13日（日）　午前10時～
◆問合せ
　�一般財団法人大阪府地域福祉推進財団
（ファイン財団）ケアマネ係
　☎06-6763-80４４

新元号の取扱い
　 ５月 1日付けの改元に伴い、町で
は元号の取扱いを以下のとおりとし
ます。
・�年度については、 ５月 1日以降も
「平成31年度」と表記します。
・日付については、新元号を使用します。
ご理解頂きますよう、お願いします。
◆問合せ　総務政策課　☎98-0300

学校給食センター�……… ☎98-4607
　�………………………… ℻98-4609
教育委員会事務局�……… ☎98-5533
　�………………………… ℻98-4514
公民館�…………………… ☎98-5530
�…………………………… ℻98-5530
まちづくり観光交流センター� ☎98-5521
　（観光産業課） ℻98-4514
総合福祉センター�……… ☎98-1311
　（社会福祉協議会）� ℻98-2111
水道�……………………… ☎98-5536
　（太子水道センター）� ……… ℻98-5175
板屋橋浄水場�…………… ☎98-5537
�…………………………… ℻98-4622
総合スポーツ公園�……… ☎98-5344
　（総合体育館）　　　� ℻98-5346
保健センター�…………… ☎98-5520
�…………………………… ℻98-3600
竹内街道歴史資料館�…… ☎98-3266
�…………………………… ℻98-3279
消防署太子分署�………… ☎98-3299
�…………………………… ℻98-4599
病院紹介�………………… ☎23-9919
休日診療所�……………… ☎28-1333
富田林警察署�…………… ☎25-1234

火災・救急救助�………… ☎119

テレホン・メモ

広
告

開催

第197回

　毎月第３日曜日に青空市を行います。
　当日は、様々な店が並びますので、
ぜひ、お越しください。
※�たいし聖徳市では、年間をつうじて
出店者を募集しています。
　出店をご希望の人は、太子町観光・
まちづくり協会までお申込みください。
※�たいし聖徳市実行委員会では、青空
市をつうじて、活発な明るい調和あ
るまち創りをめざしています。

［と　き］ ５月19日（日）�
午前９時～午後１時

［ところ］太子・和みの広場

◆問合せ
　太子町観光・まちづくり協会
　☎21-1600

「自然なお産」をお手伝い
お産の主役はお母さんと生まれてくる赤ちゃん

健診から分娩、育児まで助産師がサポート。
「里帰り出産」や「助産師外来」「産後ケア」（母子入院・
母乳外来・デイケア）等、お気軽にご相談ください。

TEL 0721-29-1121㈹
0721-28-3550

▶見学ご希望の方
　ご連絡下さい
　受付：月～金（９時～17時）

　　　　　　お産センター 〒584-0082　大阪府富田林市向陽台1丁目3番36号
ホームページもご覧下さい▶http://ob.tonbyo.org

osan_info@tonbyo.orgE-mail
FAX

大阪府済生会
富田林病院
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募　　集募　　集

　
道の駅　パート募集

　道の駅「近つ飛鳥の里・太子」では、
町でとれた新鮮な野菜や特産物などを販
売しています。一緒に道の駅で働きませ
んか？
　近つ飛鳥の里・太子運営協議会では、
販売・事務のパートを募集しています。
詳しいことは、お問い合わせください。
◆問合せ
　近つ飛鳥の里・太子運営協議会
　☎98-2786

　
防火標語を募集します

　富田林市消防本部では、富田林市防火
協会との共催で防火標語を募集します。
　防火標語の募集は、広く防火意識の高
揚を図ることを目的に啓発事業の一環と
して行います。最優秀作品は、火災予防
の普及・啓発に活用します。防火のポイ
ントや手法などを簡潔に表現したざん新
な作品の応募をお待ちしています。
　なお、前回の標語は、『火の用心　目
くばり気くばり　笑顔の家庭』です。
［応募資格］�
富田林市・太子町・河南町・千早赤阪村
に在住の人
［応募方法］�
  ５ 月 1 日（水）～ 9月13日（金）までに、
ハガキ、または、Ｅメールに標語（20字
以内）、住所、氏名、性別、年齢、職業、
電話番号を記入し、ご応募ください。
郵送：
〒５８4-003６
富田林市甲田一丁目 ７番 1号

富田林市消防本部予防課
Ｅメール：
yobou@city.tondabayashi.lg.jp
［選考など］�
　10月上旬に最優秀作品 1点、優秀作品
3点を選考し、広報太子11月号で発表し
ます。入賞者には、表彰状と記念品を授
与します。
◆問合せ　富田林市消防本部予防課
　　　　　☎23-112４

福　　祉福　　祉

　
障がい者の出張相談窓口

　相談支援事業所の専任職員による出張
相談窓口を開設します。
　相談希望の人は、 ５月10日（金）までに
ご予約ください。また、障がいのある人
やその家族が地域で安心して生活できる
よう、相談支援事業所で随時、専任職員
が相談に応じています。
［と　き］�５ 月1６日（木）�

午後 1時～ 3時
［ところ］�役場庁舎 1階　相談室
◆問合せ
　福祉課　☎98-５５19

　
「メール119番」運用の登録

　電話での対話による119番通報が困難
な人が、携帯電話などから電子メールを
利用して消防車や救急車の要請ができる
緊急通報の補助手段として「メール119
番」を運用しています。
［対　象］�町内在住で聴覚・音声・言語

機能などに障がいがあり身体
障がい者手帳を有する人

※「メール119番」の利用には、事前に
福祉課への利用申請が必要です。申請方
法など詳しくは、お問い合わせください。
◆問合せ　�富田林市消防本部指令課�

☎23-0119　　FAX23-9913�
福祉課�
☎98-５５19　　FAX98-2773

子　育　て子　育　て

　

子育てに苦しさを感じている親のため
のＭＹ�ＴＲＥＥペアレンツ・プログラム

　「子育てにしんどさを感じている」「気
がつけば子どもを叩いている」「子ども
を無視してしまう」「このままではどう
なってしまうのか不安」。
　「ＭＹ�ＴＲＥＥペアレンツ・プログラ
ム」は、子どもの心と体にダメージを与
えていることに悩む親への回復プログラ
ムです。
　子どもを深く知り、より受け入れるこ
とで子どもへのかかわり方を考えます。
［と　き］�６ 月2８日～11月 1 日の毎週金

曜日（第 3金曜を除く）、令和
2年 1月31日（金）、 3月2７日
（金）　午前10時～午後 0時30
分

［ところ］�富田林市立人権文化センター
［参加費］�無料
［定　員］�10人（先着順）
※保育あり（予約が必要）。
［申　込］�５ 月 ７ 日（火）から、住所・名前・

電話番号・保育希望の有無を
電話でお申込みください。
ファックスでもお申込み頂け
ます。

◆申込・問合せ
　富田林市人権協議会　�☎2４-3700�

FAX2５-５9５2
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宅地防災月間　－５月１日～31日－

　宅地災害は、いったん起こると家屋や家財、時には尊い人
命にかかわることにもなりかねません。
造成中の急斜面、無理な積み方をした石垣、風化の著しい崖
面などは、長雨、大雨により思わぬ災害を引き起こすことが
あります。
　「宅地防災月間」は、大雨が予想される梅雨期を前に、宅
地造成工事などによって起こる崖崩れや土砂の流出による災
害発生を未然に防ぎ、宅地災害をなくそうという目的で行っ
ています。
　大阪府では、この期間中に府内市町村や消防、警察など宅
地防災に関係する機関と協力して、次のような事業を行いま
す。
防災パトロール
　パトロール隊を編成し、宅地造成地や土砂採取地などの造
成地の防災工事の安全性などについて点検、指導をします。
宅地防災技術研修会
　宅地防災知識の啓発、普及を図るため、５月下旬に、宅地
造成事業者、設計者などを対象に宅地防災に関する技術研修

会を行います。詳しくは、大阪府建築指導
室ホームページをご覧ください。
　また、ご家庭でも、これを機会に宅地災
害を未然に防止するための必要な点検をお願いします。次の
ような点について自宅の周辺を点検し、早急に適切な処置を
することが必要です。
１．	石垣、擁壁などに亀裂などは入っていませんか、また、

割れ目から地下水がしみ出していませんか。
２．	石垣、擁壁などの水抜き穴からうまく水が流れ出ていま

すか。
３．地盤は沈下していませんか。
４．	排水のための溝に泥などがつまっていませんか。
なお、大阪府建築指導室が発行している ｢石積み・ブロック
積みよう壁の自己診断マニュアル｣ には、点検方法など具体
的に記載しています。マニュアルは大阪府建築指導室ホーム
ページに掲載していますので、ご利用ください。
◆問合せ　�大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課　

☎06-6210-9722

５月は「宅地防災月間」です。

お詫びと訂正
　広報太子４月号「700MHz（メガヘルツ）利用推進協会によるテレビ受信障害対策」（裏表紙）に、下記のとおり、誤りがござ
いました。謹んでお詫びし、訂正させて頂きます。
【誤】☎0721-700-012（フリーダイヤル）　　　　　【正】☎0120-700-012（フリーダイヤル）

◆問合せ　総務政策課　☎98-0300
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広報

大阪府知事許可　第75383号
建築工事業(特-27)　
土木工事業（般-27)

〒583-0991　大阪府南河内郡太子町春日175番地
　　TEL　0721-98-2027　　FAX　0721-98-3555
　　E-mail　tkiyoshi@mvj.biglobe.ne.jp

取得資格（取得者　田中　清）
　　 １級建築施工管理技士
　　 ２級土木施工管理技士
　　 木造住宅耐震診断士
　　 インテリアプランナー瑕疵担保責任届出事業者（ハウスプラス住宅保証）

法人設立 32年の実績 『令和』もよろしくお願いします。

公益財団法人　全日本空手道連盟　
南河内郡太子町空手道教室　生徒募集

当教室では安全に配慮し稽古するとともに武道精神を通じ礼儀、挨拶などの礼節を重んじる指導を致します。
只今、６月開校に向け練習生の先行入会を受付けしております。６月中は体験期間とし会費は無料です。
2020 年　東京オリンピック正式種目となり、中学校武道必須科目にも選択され益々注目
される競技となりました空手道をお気軽にご体験下さい。
【場　所】太子町立山田小学校　体育館
【稽古日】毎週土曜日　19：00～ 20：30
【月会費】幼児～一般　一律 2500 円
【お問い合わせ】080-3797-7090

南河内郡太子町空手道教室
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